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対象外

※納付が困難な場合は、
納税係にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

簡易判定フロー

　　　イ　主たる生計維持者の前年の所得の
　　　　合計額が１，０００万円以下

　　　ウ　主たる生計維持者の収入減少が
　　　　見込まれる種類の所得以外の前年の
　　　　所得の合計額が４００万円以下

非自発的失業者の方の軽減

※給与収入に加え、その他の事業収入等の
減少が見込まれる場合、当該減免も対象となる。

新型コロナウイルス感染症により、
主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った

新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる

主たる生計維持者が会社の倒産や解雇などにより離職し、
雇用保険の失業給付を受けることができる

　　　ア　主たる生計維持者の事業収入、
　　　　不動産収入、山林収入又は給与収入
　　　　のいずれかが、前年に比べて
　　　　１０分の３以上減少する見込み

全額免除 一部減額

【対象外となる場合】
・令和４年から起業した
・令和４年１月以前に事業を廃止・失業した
・主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額がゼロ
・世帯の前年の合計所得金額がゼロ

裏面の【保険税減免額】を

ご確認ください。


